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YouTuberになる 
今号は、これまでとは毛色の変わった情報です。当法人

は、お陰様をもちまして、本年 1 月 28 日小規模事業者持

続化補助金の交付決定をいただきました（低感染リスクビ

ジネス枠）。 

今後、順次これの事業実施計画を進めていき、サービス

向上を進めていきたいと考えております。今後、目指しているサービスをご紹介いた

します。 

１ 動画・リモートサービス 

法律家としてわかりやすい解説を実行することが必要です。更に、コロナ感染防

止の観点から、訪問活動によるサービス提供を中心にしつつも、いざとなればリモ

ート相談も可能とすることで、選択肢が増えます。 

先月、企業の団体（参加企業 9社）から要請を受け、コミュニケーション向上研

修をリモートにより 2 時間担当しました。時折、○○さーん‼と呼びかけて双方向

の実施を心掛けたところです。対面と比較すれば効果は低下するものの、成果は十

分にあったと考察しています。 

２ 動画配信（You Tube） 

当法人・当職は、新規参入組ですから、人の 2 倍・3 倍努力をすること、他の社

会保険労務士との差別化を図ることが必要となります。 

山口県社会保険労務士会でも動画配信※を開始しており、口頭による解説がある

ことは、事業拡大の一要素と考えております。 

そこで、You Tubeによる動画配信を月 2～3回程度実施していくことにし、これ

に伴ってこれまで月 3回発行していた銀年・銀改を 1回にしていく構想です。 

これまで専ら視聴する側で、つい最近まで発信側になるとは考えておりませんで

した。今後は、発生練習も必要になるのでしょうか。いずれにせよ、何を言ってい

るのか、何を主張しているのかわからないといったことがないよう精進してまいり

ます。 

 ※ 《https://sr-yamaguchikai.or.jp/douga》山口県社会保険労務士会の動画配信

において、企業型確定拠出年金及び公的年金研修（企業の福利厚生：年金制度のし

くみ）に出演中。 

３ リモート相談・リモート研修 

当職の提供するサービスとして、研修にとどまらず、従業員教育（面談による個

人指導）、病気と仕事の両立支援（休職期間中の従業員支援・指導）、ハラスメン

ト対応としての個別相談、事業主からの個別相談を今まで以上に展開してまいりた

いと考えております。 

更に、現状は、地元企業のみとの契約になっているところ、活躍の幅を拡げる観

点から、県外企業との契約（契約全般）も推し進めていければと考えております。 
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４ ＨＰ改修 

補助金の交付決定では、動画配信のみならずＨＰ改修についても採択がされまし

た。 

具体的には、現状のＨＰを改修し、銀年・銀改の頁を設定し、過去のものをそこ

で全部公開すること、更に労務管理・年金要点解説では、お客様にＩＤ・パスポー

トを発行させていただき、いつでも過去・最新分をご覧いただけることにする予定

です。 

そして、新たに「様式」頁を設け、労務管理・社会保険・労働保険において必要

となる各種様式を Word、Excelにて提供させていただきます。 

手続き全般を当法人にご委託いただいていると、影響がないように思えるかもし

れません。その場合の手続き委託は、監督官庁への届出が中心となっており、従業

員に対する手続きはお客様に対応していただくことがあります。 

例えば、退職時には、当該退職者から「秘密保持及び情報漏洩禁止誓約書」の提

出を求めることをご推奨しており、それを気軽に印刷することができます。 

先般の労務管理・年金要点解説 118号では、ハラスメント禁止宣言文書を 4種類

ご提示させていただきました。こういった書面もここへ公開していきたいと考えて

おります。これら様式は、必要に応じて編集いただくことができます。 

５ YouTube とは 

ところで、YouTube とは何でしょうか。「アメリカ合衆国カリフォルニア州サン

ブルーノに本社を置くオンライン動画共有プラットフォームである。2005年 2月に

PayPalの元従業員であるチャド・ハーリー、スティーブ・チェン、ジョード・カリ

ムの 3 人によって設立されたこのサービスは、平成 18 年 11 月に 16.5 億米ドルで

Googleに買収され、現在は同社の子会社の 1つとして運営されている。YouTubeは、

アレクサ・インターネットランキングによると、Google検索に次いで 2番目にアク

セス数の多いウェブサイト」というのです（Weblio辞書、国語辞典）。 

当職は、「青山繫晴チャンネル【ぼくらの国会】ニュースの尻尾」をよく拝聴して

おります。緊迫する世界情勢や国会論議の様子を的確に伝えていただく動画で、新

聞では伝えられない重要ニュースが取り上げられています。 

再生回数は、20万回前後のようです。これが多いのかそうでないのか存じません

けれど、これだけ見ていただければ十分でしょうか。 

どうなることやら不安だらけ。冒険とはそういったものでしょう。 

 

当法人では「治療と仕事の両立支援」をサポートいたします。 
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